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補償説明業務 

(用地調査等に係る収用損失) 
 

「用地調査等に係る収用損失の補償説明業務」とは、権利者に対し、土地の評価方法、

建物等の補償方針及び補償額の算定内容等について、権利者の理解が得られるよう専門

家の立場として説明を行い、契約の承諾(同意)を取付ける業務です。 

当社は、この業務を通し、用地担当部署の方の事務をサポートします。 

 

 

説 明 資 料 の 作 成
・権利者毎の処理方針の検討
・説明用資料の作成

用 地 交 渉
( 補 償 説 明 )

・補償内容等の説明
・権利者の承諾、署名・押印の受領
・説明記録簿の作成

損 失 補 償 台 帳
等 の 作 成

・補償金総括表・補償内訳表・補償金算
　定調書の作成
・土地売買契約書等の作成
・登記承諾書・請求書等の作成

用地調査等に係る収用損失の補償説明業務フロー図　

土 地 ・ 建 物 等
補 償 金 算 定

・事業概要・土地・建物等の概要・補償
　内容のヒアリング
・各権利者の実情等の把握

起 業 者 か ら 事 業
概要等のヒアリ ング

現　地　踏　査
・補償対象区域の把握
・権利者との面談


